
羽咋市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、認知症の人及びその家族が住み慣れた地域で暮らしていくため

に、認知症の人とその家族が互いに交流するとともに、認知症についての地域住民

への理解を深めること等を目的として認知症カフェを運営するものに対し、予算の

範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、羽咋市補助金交付事務

取扱規則（昭和 55 年羽咋市規則第 21 号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「認知症カフェ」とは、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

（１） 主な活動内容は、次のとおりとする。 

ア 認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集える場所の提供 

イ 認知症の人が自ら活動し、楽しめる内容の提供 

ウ 利用者相互の交流や情報交換 

エ 認知症に関する相談の対応 

オ 認知症についての正しい知識の普及啓発 

カ その他市長が必要と判断した内容 

 （２） 月 1回以上定期的に開催することとし、１回あたりの開設時間はおおむね

90分以上とする。 

 （３） 実施場所は、市民が集いやすい場所に開設するものとし、広さは５人以上

が入るスペースがあるものとする。 

 （４） 認知症に関する相談に対応できる人員を１名以上配置するものとし、運営

スタッフ数は３人以上とする。 

 （５） 認知症カフェの実施に当たっては、地域包括支援センターや市内の介護サ

ービス事業所、地域の関係者等との連携を図り、地域に開かれた場になるよ

うに努めるものする。 

（補助対象者等） 

第３条 補助の対象者は、認知症カフェを運営するにあたって次に掲げる要件を満た 

す個人又は団体（以下「団体等」という。）とする。 

（１） 市内に所在する団体等であること。 

（２） 認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる

団体等であること。 

（３） 市等から他の補助金などの交付を受けていない団体等であること。 

（４） 暴力団又は暴力団員の統制下ではない団体等であること。 

（５） 市税等の滞納がないこと。 

（補助金の対象経費） 

第４条 補助金の対象経費は、認知症カフェの運営に要する経費とする。ただし、次

の各号に揚げるものは交付対象経費としない。 



（１） 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費 

（２） 交付対象団体等の構成員による会合や参加に係る飲食費 

（３） その他市長が適当でないと認める経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助事業に要する経費の合計額から、利用者負担金及びその

他の収入額を控除した額とし、１箇所あたり年額 36,000 円を上限として、予算の

範囲内で交付する。また、補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業を実施しない月がある場合は、補助事業を実

施する月の数を 12で除して得た数に 36,000円を乗じて得た額（その額に 1,000円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）を限度とする。 

 （補助金交付の申請） 

第６条 補助の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申

請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。 

（交付決定の通知） 

第７条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、

補助金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに補助金交付決定通知書（様

式第２号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」とい

う。）は、補助事業を完了したときは、補助金実績報告書（様式第３号）に必要な書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査及び

必要に応じ行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及び交付条件に適合する

かを確認し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通

知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（補助金の交付の請求等） 

第 10 条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書

（様式第５号）により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。 

 （その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

  



 様式第１号(第６条関係)  

第     号 

年  月  日 

 

 

羽咋市長  

 

 

住所(所在地) 

  （名称） 

氏名（代表者氏名）      

 

 

 

羽咋市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書 

 

 

 羽咋市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱第５条の規定により、補助金の交付を

受けたいので次のとおり申請します。 

 

 

１ 補助年度     年度 

２ 補助事業名  羽咋市認知症カフェ運営事業補助金 

３ 補助金申請額            円 

４ 補助事業の目的及び内容 

 

５ 事業計画の概要及び収支予算（別紙１－１、１－２） 

６ その他添付書類 

事業運営構成員名簿 

 

 

  

記入不要 

申請書提出日 

実施団体所在地 or 実施場所 

記入例 



 

様式第３号（第８条関係） 

年  月  日 

 

羽咋市長 

 

 

住所（所在地） 

名称 

氏名（代表者氏名）       

 

 

年度 羽咋市認知症カフェ運営事業補助金実績報告書 

 

 

 年  月  日付け  第    号で補助金交付決定の通知があった

羽咋市認知症カフェ運営事業を実施したので、次のとおり報告します。 

 

１ 補助事業の名称 羽咋市認知症カフェ運営事業 

 

２ 補助金の交付決定額及びその精算額 

交付決定額 金       円 

精算額   金       円 

 

３ 補助事業の実施期間 

      年  月  日 から   年  月  日 まで 

 

４ 添付書類 

（１）事業報告書（別紙２-１） 

（２）収支精算書（別紙２-２） 

 

  

実施団体所在地 or 実施場所 

記入例 

交付申請後に市から通知した「交付

決定通知」の日付と文書番号を記載

する。 

「交付決定通知」に記載の額 

実績に基づいた補助金の額（※１） 

（B） 

（※１） 

実績が「交付決定通知」の額よりも少ない場合は、交付額は実績額となります。 

例）交付決定 36,000円   ＞  実績 30,000円の場合 

  補助金額＝30,000円 

申請書と同じ代表者名を 

記載 



様式第 5号（第 10条関係） 

年  月  日 

 

 

羽咋市長 

 

 

             住所又は所在地             

氏名又は名称及び代表者名       

 

 

羽咋市認知症カフェ運営事業補助金交付請求書 

 

 

年 月 日付け   第   号により補助金の確定を受けた羽咋市認知症

カフェ運営事業補助金として、次のとおり請求します。 

 

 

１ 補助金交付請求額 金       円 

 

２ 振込先 

フリガナ  

口座名義  

金融機関名 

農協 

銀行 

金庫 

信組 

店 

口座種別 普通・当座 

口座番号  

 

 

  

記入例 

実績報告提出後に市から通知した

「確定通知」の日付と文書番号を

記載する。 
（B） 

申請書と同じ代表者名を 

記載 



別紙１-１ 

 

年度 羽咋市認知症カフェ運営事業計画 

 

 名称                   

  

実施予定場所  

実施主体  

参加予定人員  

実施予定期間  

 

 

実施予定年月日 内    容 

 

令和□年 4 月○日 

     5 月○日 

    6 月○日 

         7 月○日 

8 月○日 

9 月○日 

10 月○日 

11 月○日 

12 月○日 

令和△年 1 月○日 

2 月○日 

    3 月○日 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知症カフェ名 

予定人数のためおおよその人数を記入 

 

認知症の人やそのご家族、地域の住民が気軽に寄り、語らいながら

ひとときを過ごす場を提供する。 

専門職が 3 名、相談対応できる体制をとる。 

年に 2 回程度、講師を呼び認知症に関して学べる会を企画する。 

記入例１ 

 

4 月  相談対応、体操、レクリエーション 

5 月  相談対応、茶話会 

6 月  認知症を学ぶ会、相談対応 

7 月  相談対応、創作 

8 月  相談対応、お菓子作り 

9 月  相談対応、茶話会 

10 月  認知症の方への接し方について学ぶ会、相談対応 

・・・・ 

記入例 2 

記入例 



別紙１-２ 

 

年度 羽咋市認知症カフェ運営事業収支予算書 

 

 組織名                   

 収入 

科  目 予算額（円） 説  明 

補助金 

 

参加費 

36,000 円 

 

3,000 円 

 

 

50 円／人×5 人×12 ヶ月 

計 39,000 円  

 

 

支出 

科  目 予算額（円） 説  明 

 

報償費 

消耗品 

コピー代 

材料費 

郵便費 

保険料 

通信運搬費 

会場使用料 

光熱水道費 

車両借上・リース料

機器借上・リース料 

 

5,000 円 

8,000 円 

3,000 円 

3,000 円 

500 円 

3,000 円 

2,500 円 

5,000 円 

3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 

 

 

講師謝礼（○円×□人） 

チラシ紙代、折り紙、紙コップ 

印刷製本料（○円×□枚） 

お菓子作り材料 

切手（○円×□枚） 

保険料○円×□人 

電話代○ヶ月分 

○円×□回 

○ヶ月分 

○円×□ヶ月分 

○円×□ヶ月分 

計 39,000 円  

 

  
・収入額＝支出額 

同じ金額になること。 

・お楽しみのための茶や菓子は補助金対象外です。会費でお願いします。 

・材料費の食材は補助金対象です。 

認知症カフェ名 

記入例 



別紙２-１ 

 

年度 羽咋市認知症カフェ運営事業報告書 

 

 名称                   

  

実施場所  

実施主体  

参加人員  

実施期間  

 

 

実施年月日 内    容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症カフェ名 

記入例 



 

別紙２-２ 

 

年度 羽咋市認知症カフェ運営事業収支精算書 

 

 名称                   

 収入 

科  目 決算額（円） 説  明 

補助金 

 

参加費 

36,000 円 

 

3,000 円 

 

 

50 円／人×5 人×12 か月 

計 39,000 円  

 

支出 

科  目 決算額（円） 説  明 

報償費 

消耗品 

コピー代 

材料費 

郵便費 

保険料 

通信運搬費 

会場使用料 

光熱水道費 

機器借上・リース料 

5,000 円 

5,000 円 

3,500 円 

5,500 円 

1,000 円 

3,000 円 

2,500 円 

5,000 円 

4,500 円 

4,000 円 

講師謝礼（○円×□回） 

チラシ紙代、折り紙、紙コップ 

印刷製本料 

お菓子作り材料 

切手（○円×□枚） 

保険料○円×□人 

電話代○ヶ月分 

○円×□回 

○ヶ月分 

○円×○ヶ月分 

計 39,000 円  

 

 

 

 

 

 

・収入額＝支出額 同じ金額になること。 

・領収書の提出はしませんが、必要時は確認しますので、保管をお願いします。 

・開催月が減った場合は補助金の金額が変わります。 

認知症カフェ名 

記入例 


